
  

 

  

☑
フ
ェ
ス
タ
成
功
で
秋
の
拡
大
月
間
最
終
盤
に
弾
み
を 

 
 

 
 

ど
け
ん
フ
ェ
ス
タ
（9/29）
に
分
会
の
組
織
力
を
結
集
し
15000
人
の
来
場
者
を
集
め

て
成
功
さ
せ
、
い
よ
い
よ
65
周
年
記
念
拡
大
月
間
も
最
終
盤
。
分
会
は
目
標

達
成
に
む
け
て
最
後
の
奮
闘
を
し
て
い
ま
す
。
で
き
る
こ
と
を
チ
ョ
こ
っ
と
で

も
協
力
お
願
い
し
ま
す
。
☜
ど
れ
に
参
加
で
き
る
か
☑
を
つ
け
よ
う 

【
昼
間
交
流
】
10
月
…
□ 

日 

□ 

日 

時
＊
詳
細
は
群
役
員
へ 

【
夜
間
交
流
】
10
月
…
□
23
日
㊌ 

□
25
日
㊎ 

□
28
日
㊊
～
30
日
㊌ 

☑
地
域
の
祭
典
「
住
宅
デ
ー
」
に
群
を

あ
げ
て
参
加
し
よ
う 

 
 

 
 

 
 

ど
け
ん
フ
ェ
ス
タ
の
勢
い
そ
の
ま
ま
に
次
は
各
地
域
で
お
祭
り
だ
！ 

住
宅
デ
ー
は
、
住
宅
相
談
・
包
丁
と
ぎ
を
は
じ
め
出
店
や
工
作
教
室
、
防

災
体
験
な
ど
地
域
住
民
は
も
ち
ろ
ん
組
合
員
と
家
族
も
大
い
に
楽
し
め
る

一
年
に
一
度
の
祭
典
。
分
会
の
仲
間
と
楽
し
み
な
が
ら
、
地
域
住
民
が
新

築
か
ら
リ
フ
ォ
ー
ム
・
修
繕
ま
で
地
元
の
住
宅
施
工
職
人
集 

団
（
＝
東
京
土
建
）
に
安
心
・
信
頼
し
て
発
注
で
き
る
よ
う 

ア
ピ
ー
ル
。
一
緒
に
充
実
し
た
日
曜
日
を
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。 

【
と
き
】
11
月
10
日
㊐
…
時
間
と
会
場
は
群
役
員
へ 

☑
命
と
健
康
を
守
る
「
12

月
日
曜
健
診
」
募
集
開
始 

 
 

 

大
泉
生
協
病
院
が
10
月
に
続
き
12
月
も
開
催
し
ま
す
。
好
評
に
つ 

き
申
込
は
お
早
め
に
。
＊

11/15
申
込
〆
切
（
定
員
に
な
り
次
第
受
付
終
了
） 

【
と
き
】
12
月
1
日
㊐
…
□
大
泉
生
協
病
院
（
定
員
150
人
） 

☑
「
予
算
要
求
は
が
き
（
財
務
省
宛
て
）
」
配
布
の
月 

 
 

今
年
度
さ
い
ご
の
予
算
要
求
「
は
が
き
要
請
」
運
動
を
今
月 

か
ら
来
月
に
か
け
て
（
10
月
配
布
～
11
月
回
収
）
取
り
く
み
ま
す
。 

土
建
国
保
は
、
私
た
ち
が
納
付
す
る
保
険
料
の
ほ
か
に
、
国 

と
東
京
都
か
ら
の
補
助
金
に
よ
っ
て
保
険
料
や
制
度
を
保
っ
て 

い
ま
す
。
予
算
満
額
確
保
を
「
み
ん
な
の
力
」
で
勝
ち
と
り
ま
し
ょ
う
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自民党総裁選（9/27）で「国民が判断できる材料を提供することは政府の責任

であり、新総理の責任だ」「予算委員会を開いて野党の方々と論戦を交わした上

で国民に判断いただく」と、早期解散に慎重な姿勢を示して当選した石破新総裁

は一転、政権発足直後の勢いに乗じた選挙の方が得策だと判断し、予算委員会も

開けない日程となる 10 月 9 日に衆院を解散。27 日投開票（15 日公示）の極めて

異例の強行日程を表明し、選挙戦に突入しました。 

☑誰に看板が替わっても改憲・軍拡に突き進む自民党！  
石破首相は「アベノミクスが成果を上げた」と強弁し、「岸田政権が進めてき

た取り組みを着実に引き継ぐ」とのべ、官房長官に旧岸田派の林氏を再任し、副

総裁に菅元首相を起用。安倍・菅・岸田政権で推し進めてきた大企業優遇、貧困

と格差拡大の悪政を継承する姿勢があらわになっています。 

さらに、閣僚や自民党役員には自身を含めて防衛相経験者が 

5 人も就任。石破首相は「憲法前文を幻想」といい、「アジア版 

NATO」の創設、核兵器の「共有」を主張しており、安倍・岸田 

政権を超える軍事突出、軍事同盟強化の加速が鮮明に浮かび上がります。 

そもそも、石破氏は 2012 年の月刊誌で「国そのものが揺らいだら、『知る権利』

などと言っていられなくなるのだ。そういう意味で、『知らせない義務』は『知

る権利』に優先する」とつづり、13 年 4 月のテレビ番組では、憲法 9 条を変更

して自衛隊を「国防軍」とすることを掲げたほか、軍事法廷のような機能をつく

り、出動命令に背けば「死刑」「懲役 300 年」もあり得ると持論を展開。法政大

の五十嵐仁名誉教授（政治学）から「国民の声に耳を傾けようという姿勢がない。

根っからのタカ派であるということは明らかで、根底にあるのは国のために国民

がどう尽くすか。軍事的に自立して日本の国際的地位を変えたいという思い。安

倍氏と比べても、憲法に対する配慮や遠慮がない」と物議を醸しました。また、

特定秘密保護法案が強行採決される直前の 2013 年 11 月に当時、自民党の幹事

長だった石破氏は、「単なる絶叫戦術はテロ行 

為とその本質においてあまり変わらない」と 

ブログに記し、法案に反対するデモ活動をテ 

ロと同一視することに批判の声が噴出。これ 

ら過去の言動からみても分かるように、総裁 

選までは人気を得るためにリベラル路線を強 

調してきた石破首相ですが、総選挙を経て本 

性を現す危険性は十二分に考えられます。 

☑各党の政策を見極め！市民の力で政治変えるチャンス！  

首相就任からの戦後最短の解散は、裏金事件や統一協会と自民党との組織的癒

着の徹底解明、能登の大地震・豪雨災害への支援のための補正予算の編成など、

重要な国会審議にフタをするもので、総裁選の公約をすぐに   左上へつづく 

 

◆
あ
い
う
え
お 

 

覆す石破新政権の党利党略ぶりは国民の信用を一瞬にして失いました。 

誰に看板を替えても「政治 

とカネ」に染まり、米国いい 

なり、大手資本優先、改憲・ 

軍拡に突き進む自民党の悪政 

は変わりません。総選挙では、 

市民と野党の統一候補の躍進 

が勝敗を左右することからも、 

各党の政策（右表参照）を見極 

め、棄権することなく、家族 

や知人、事業主は従業員など 

一人でも多くの仲間へ投票を 

呼びかけ、誰もが平和に安心 

して豊かに暮らして行ける政 

治にチェンジしましょう。 
(下記は ANN 世論調査) 

 

 

 

 

 
 

＊総選挙で私たち東京土建が求める「3つの大切な姿勢」と「8つの要求項目」（裏面参照） 

＊本部が主要 8政党に政策アンケート実施！本部機関紙けんせつ（10/20号）に掲載予定！乞うご期待 

 

 
 

物価高 外交・安保 憲法

自民
(岸田政権

継承)

電気・ガス・ガソリン高を
抑制し、物価上昇を超える
賃上げの実現

法の支配に基づく価値観外
交の推進。防衛費増額によ
る抜本的な防衛力の強化

早期の改憲めざす。自衛隊
の明記や緊急事態対応をは
じめ4項目を提示

公明
電気・ガス料金の負担軽減
策を継続し、最低賃金を引
き上げ

平和外交を推進し、専守防
衛の下で抑止力を向上

時代の変化に応じて新しい
理念や権利を補強する「加
憲」を検討

立民
中・低所得世帯に月
3,000円の「エネルギー
手当」。トリガー条項発動

数字ありきではなく合理性
ある予算でミサイル能力向
上、防衛力強化

国民の権利拡大に資する議
論。自衛隊を明記する自民
党案は反対

維新
消費税の軽減税率を8％か
ら段階的に3％に

防衛費のGDP比2％への増
額

平和主義・戦争放棄を堅持
しつつ自衛隊を明記に規定

共産
消費税を5％に減税。最低
賃金を1,500円に引き上
げ

地域の緊張を高める新たな
軍事枠組みの構築に反対

憲法改正に反対

国民民主
所得税、消費税などの減
税。賃上げ減税の拡充

自衛のための打撃力を整
備。必要な防衛費増額

緊急事態条項を創設。議員
任期の特例延長を認める

れいわ 消費税の廃止
核兵器禁止条約の署名・批
准

安易な改憲でなく現行憲法
の実践と必要な法や制度の
整備

社民
中小企業、零細業者を応
援。インボイス導入は見直
し

国連中心の外交。非軍事面
の国際協力を推進。防衛費
大幅増・大軍拡に反対

平和憲法の理念の実現

衆院選にむけた各党の政策比較



 

 

10/17、11/5、22 の午後は書記局会議のため、支部事務

所を閉めさせていただきます。ご協力お願いします。 

組合活動 機関会議 地域・その他

15 火 無料法律相談 練馬建設協議会

16 水 大手企業交渉

17 木 大手企業交渉

18 金 後六役会議

19 土 総がかり行動

20 日
とらいあんぐるイベント
練馬まつり/日曜集団検診（第一）

21 月
納入日
社保駅宣

財政部会　組織部会
建設ｱｸｼｮﾝ（WEB）

22 火 拡大分会長会議

23 水 夜間交流 全建総連大会

24 木
消費税駅宣
登録日

税対部会兼ｲﾝﾎﾞｲｽ学習会
後継部会兼ｿﾌﾄｷｬﾌﾟﾃﾝ会議 全建総連大会

25 金 夜間交流 全建総連大会

26 土

27 日
総選挙投票日
日曜集団健診（支部・大泉）

28 月 夜間交流

29 火 夜間交流 住まいの相談ｽﾃｰｼｮﾝ

30 水 夜間交流

31 木 臨時登録
厚文部会
仕事部会兼住宅デー実行委

組合活動 機関会議 地域・その他

1 金 拡大月間打ち上げ式（支部） 中執

2 土

3 日 ねりま集会＆ﾊﾟﾚｰﾄﾞ/憲法集会

4 月 分会対抗ソフトボール大会

5 火

6 水 憲法駅宣
執行委員会
女性四役

7 木 女性役員

8 金 発送日
教宣部会
労対部会

9 土 会館清掃

10 日 秋の住宅デー 六役会議

11 月
無料法律相談
脱原発駅宣 原発問題学習会

12 火 分会執行委

13 水 分会執行委

14 木

15 金

16 土

17 日 ﾌﾙﾊｰﾈｽ特別教育（支部）

１１月

四役・常任
書記局会議…午後、事務所閉まります

１０月

書記局会議…午後、事務所閉まります

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑次回の「無料法律相談（弁護士対応）」       
【とき】11月 11日㊊ 午後 3時～ 

【内容】仕事からプライベートまで何でも個別相談 

【ところ】練馬支部会館 【申込】予約は支部担当者まで 

 ▲大切な家族と仲間、命を守るために▲ 

☑自転車の飲酒・ながら運転の罰則強化に注意             
道路交通法の改正により11月1日から自転車の危険な運

転に対する罰則が自動車並みに強化されます。本人はもち

ろんのこと、相手が自転車で帰ることを知りながら酒類を

提供した側も罰則の対象になる事から組合活動中（打ち上げ

式、忘新年会、分会レク等）も注意が必要です。 

幇  

 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転

車の提供に対して新たに罰則が整備されました。 

➡違反者は…3年以下の懲役又は 50万円以下の罰金 

➡自転車の提供者は…3年以下の懲役又は 50万円以下の罰金 

➡酒類の提供者等は…2年以下の懲役又は 30万円以下の罰金 

 自転車に乗りながらスマホを 

保持して通話する行為、画面を 

注視する行為が新たに禁止され、 

罰則の対象となりました。 

➡違反者は…6月以下の懲役又は 10万円以下の罰金 

➡交通の危険を生じさせた場合は…1年以下の懲役又は 

30万円以下の罰金 

（3 時間 6000 円）  

➡酒気帯び運転、ながら運転を行った者 

➡一定の違反（危険行為）を反復して行った者 

危険行為：信号無視、一時不停止、踏切立ち入り、等 

飲んだら乗らない！スマホは触らない！ 

☑今だからこそ！大好評どけん自転車保険で安心を       
どけん自転車保険は東京都自転車保険加入義務に対応！ 

自転車で転んだり、歩行者と衝突して、 

ヒヤッとした！このような自転車事故か 

ら本人も家族も守ります。 

【補償内容】賠償責任限度額 2億円、通院補償 2,500円等 

【年間掛金】家族型 4,500円／個人型 2,500円 

【メリット】安い掛金（団体割引 30％）、自転車以外の賠 

償事故も安心、示談交渉サービス付等 

◇便利な日曜！地元開催！◇ 

☑現場で役立つ「フルハーネス特別教育」               
作業床を設けることが困難な高さ 2ｍ以上の箇所におい

て、フルハーネス型安全帯を使用して行う作業従事者は受

講が義務付けられており、未受講者に従事させた場合、作

業者に対して 50万以下の罰金、事業者には 6ヶ月以下の懲

役または 50万円以下の罰金が科せられることから、便利な

日曜・地元開催のこの機会に受講しましょう。 

【とき】11月 17日㊐ 【ところ】練馬支部会館 

【受講料】8,000円（資格講習共済から 3,000 円給付＊要申請） 

【〆切】10/31㊍…支部にて手続き完了 

○表面からの続き…総選挙特集○ 

☑総選挙に向けて“東京土建”が掲げる主な要求  

□国民の声を聞き、政治の役割と責任を果たす国政 

□財界・大資本優先ではなく、広く 

 労働者と中小零細業者を守る国政 

□憲法・平和・人権を大切にし、国 

民のいのちとくらしを守る国政 

□現行の健康保険証存続…マイナカードの事実上の義務

化反対。医療・介護・年金・子育て・生活保護などの社

会保障を国の責任で拡充 

□消費税 5％への減税とインボイス制度の廃止と社会保

険料の減免制度の拡充…大軍拡・大増税路 

線の反対。大企業優遇税制の抜本的是正 

□建設技能者の処遇改善の実行力を担保… 

第三次・担い手３法の改正：担い手の休日、外国人労働

者を含めた賃金確保、生産性向上や地域建設業の維持 

□防災・減災対策の裏付けとなる地域中小建設事業者への

支援策…国内で生産する建設資材の利活用、製品調達か

ら販売等の強化で資材・価格高騰、納期遅延対策の実施 

□建設アスベスト訴訟の全面解決…補償基金制度へ給付

金法の早期改正、調査・除去・処分費用助成制度の創設 

□改憲阻止…９条を死文化させる自衛隊明記、緊急事態条

項の創設など戦争できる国づくりに反対 

□原発依存・新増設を許さず再生可能エネルギーへの転換

で地球温暖化対策と原発ゼロの実現… 

□核兵器廃絶…核兵器禁止条約の批准。オスプレイ・米軍

機の飛行反対、PFAS の汚染源特定の調査・対策 

↑以上の要求を各政党・政策で☑し、見極めて投票を！ 

＊今回の総選挙特集は 10 月 9 日時点の情報をもとに作成しています 

 


